
2 0 2 6年3月の「価格交渉促進月間」の実施
について 
 
 
 
 

政府では、2021年9月より、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」 
と定め、取引適正化に向けた取組を強化しており、本年3月において
も、「価格交渉促進月間」を実施することとし、価格交渉及び価格転
嫁への積極的な対応、フォローアップ調査（受注側中小企業への状況
調査）への協力等について、別紙のとおり経済産業省より通知があり
ましたのでお知らせします。 

 
 
【参考】 
◦経済産業省HP 

価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html 
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